
既存住宅状況調査促進事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会（以下「協会」という。）は、既存住宅の流通

促進と空き家の発生抑制に資するため、既存住宅の売買時に実施する既存住宅状況調査を受け

る者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する｡ 

 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）既存住宅 

次のいずれにも該当するものとする。 

（イ）山梨県内に所在する既存の住宅で市町村が設置する空き家バンクに登録されたもの、

又は登録する予定のもの 

（ロ）居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等

の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの）を含む。） 

（２）既存住宅状況調査 

既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分

として、宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令第１２号）第１５条の７各項に規定

するものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準（平成２９年国土交通省告示第８

２号）によるものをいう。 

（３）既存住宅状況調査技術者 

経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として、宅地建物取引

業法施行規則第１５条の８第1項に規定する者をいう。 

 

（助成対象の既存住宅） 

第３条 助成金の対象となる既存住宅は、既存住宅状況調査技術者による既存住宅状況調査を実施

したもののうち、市町村が設置する空き家バンクに登録されたものとする。ただし、既存住宅の

所有者は個人に限るものとする。 

 

（助成対象となる調査） 

第４条 助成金の交付の対象となる調査（以下「助成対象調査」という。）は、既存住宅状況調査

で、平成３０年５月１日以降に実施したもの（ただし、一の既存住宅につき１回とする。）と

する。 

 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象調査を行う既存住宅１戸につき、助成対象調査に要した経費（消

費税相当額を除く）の２分の１の額又は５万円のいずれか低い額とする。 

 

（助成金交付申請及び実績報告） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、平成３０年度既存住宅

状況調査促進事業助成金交付申請書（兼実績報告書）（様式第１号）（以下「申請書」とい



う。）に次に掲げる書類を添えて協会に提出するものとする。なお、申請書の提出期限は平成

３１年３月８日とする。 

（１）口座振替申込書（様式第１号別添様式） 

（２）調査報告書の写し 

（３）調査費領収書の写し 

（４）調査した者の既存住宅状況調査技術者講習の終了証明書の写し 

（５）空き家バンクに登録されていることを証する書類 

（６）その他協会が必要と認める書類 

２ 助成金の申請（兼実績報告）は、先着順に受け付けるものとする。 

 

（助成金交付決定及び額の確定） 

第７条 協会は、申請書の提出があった場合において、申請書の審査を行い、助成金を交付すべき

ものと認めたときは助成金の交付を決定し、併せて交付すべき助成金の額を確定し、平成３０

年度既存住宅状況調査促進事業助成金交付決定通知書（兼交付額決定通知書）（様式第２号）

により通知するものとする。 

 

（助成金交付の除外要件） 

第８条 協会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定をしないこ

とができる。 

（１）平成３０年度にこの制度による助成金の交付を受けた既存住宅の調査を受けた者 

（２）暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。次号にお

いて「暴力団対策法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。第４号から第５号ま

でにおいて同じ。) 

（３）暴力団員(暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。次号から第５号までにお

いて同じ。) 

（４）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

（５）暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支配する者 

 

（助成金交付の取消し等） 

第９条 協会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定により交付決定し

た助成金を取り消すことができる。 

（１）この要綱及び助成金交付の条件に違反したとき 

（２）助成金に関して協会に提出した書類に虚偽の記載があったとき 

（３）その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

 

（助成金の返還等） 

第１０条 協会は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が

交付されているときは、申請者に対し助成金の返還を求めるものとする。 

２ 申請者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該助成金を返還しなければなら

ない。 

 



（書類の提出） 

第１１条 この助成金に関する書類は、協会に提出するものとし、提出部数は１部とする。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に施行に関し必要な事項は、協会が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 

 



様式第１号 

                         平成  年  月  日 

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

会 長  市川 三千雄 殿 

申請者 郵便番号 

住所 

氏名
フリガナ

               ㊞ 

電話（           ）  

 

平成３０年度既存住宅状況調査促進事業助成金交付申請書（兼実績報告書） 

 

 既存住宅状況調査促進事業助成金交付要綱第６条の規定により、関連書類を添えて下記のと

おり助成金の交付を申請します。 

記 

１．交付申請額            円 

（調査経費の１／２の額。ただし、５万円を上限とする。） 

 

２．調査対象既存住宅概要 

対象既存住宅の所在地 〒 

対象既存住宅の所有者氏名  

対象既存住宅の売主氏名  

 

３．調査実績 

調査日 平成    年    月    日 

調査経費      円 

調査した者の氏名  

調査した者が受けた 

登録講習の実施機関 

 

 

４．添付書類 

（１）口座振替申込書（様式第１号別添様式） 

（２）調査報告書の写し 

（３）調査費領収書の写し 

（４）調査した者の既存住宅状況調査技術者講習の終了証明書の写し 

（５）空き家バンクに登録されていることを証する書類 

（６）その他公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会が必要と認める書類 

 



様式第１号別添様式 

口 座 振 替 申 込 書 

振 込 先 銀 行 名 銀行           店 

預 金 の 種 類 普  通   ・   当  座 

口   座   名 

名   義   人 

フリガナ 

 

口 座 番 号   NO .     

 

  助成金の支払いについては、上記のとおり口座振替されるよう申し込みます。 

 

 

 

  平成  年   月   日 

 

                   住  所 

                       

                  電話番号 

 

                  （フリガナ） 

                     氏   名                 ㊞ 

 

 

 

 

 

  公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

会 長  市川 三千雄 殿 

 



様式第２号 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

様  

 

 

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

会 長  市川 三千雄 

 

 

 

平成３０年度既存住宅状況調査促進事業助成金交付決定通知書（兼交付額決定通知書） 

 

平成  年  月  日付けで交付申請のありました標記事業について、既存住宅状況調査

促進事業助成金交付要綱第７条の規定により、助成金の交付を決定し、併せて助成金の額を金        

●●円に確定します。 


